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論 説

　ティムール朝の
マーザンダラーン支配　

八　木　　啓　俊　

　 1．は　じ　め　に

　ティムール （ ）は中央アジア・西アジアへの征服
活動を行い，様々な在地勢力を服属させた。ティムール朝による在
地勢力支配の分析は，ティムール朝の支配構造の解明のために不可
欠な作業である。そのため筆者は（八木 ）において，バダフシャー
ン政権を事例にティムール朝の在地勢力支配の特徴を明らかにした (1)。
しかし，その際主に利用したティムール朝年代記の叙述は，王族や
トルコ・モンゴル系アミールによる政治的・軍事的諸活動に関する
ものが中心であり，在地勢力に関する情報は僅かである。よってこ
の史料的制約を乗り越え，ティムール朝の在地勢力支配の仕組みや
特徴を明らかにするには，年代記史料に加え，特定の地方・在地勢
力について詳細に記された地方史を用いることが有効である。
　そこで本稿では，地方史『タバリスターン・ルーヤーン・マーザ
ンダラーン史（ ）』（TTRM）を
用い，マーザンダラーン を事例に，当該地域で預言者ム
ハンマドの聖裔であるサイイド（ ）たちによる分割統治を行っ
ていたマルアシー政権に対するティムール朝の支配を検討する。マー
ザンダラーンはカスピ海の東南岸地域に位置し，アルボルズ山脈に
よって他の地域から隔絶された独立性の高い地域であった。当地は
雨量の多い温暖湿潤気候であり， 世紀には既に米作と養蚕が行わ
れていた（後藤 ）。
　まず地方史TTRMについて説明する。TTRMの執筆者，ザヒールッ
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ディーン はマルアシー一族のサイイドであり， 年父
ナスィールッディーン が一族の争いに敗れると，父とと
もにギーラーン に亡命した（ ）。父子はギーラー
ンのサイイド政権であるキヤー政権（ ）に保護され，そこで
ザヒールッディーンはTTRMや『ギーラーン・ダイラミスターン史
（ ）』の執筆に従事した。TTRMの記述のう
ち，タバリスターンに関しては，イブン・イスファンディヤール

の『タバリスターン史（ ）』(2)を，ルーヤー
ン に関してはアウリヤー・アッラー・アームリー

の『ルーヤーン史（ ）』 を部分的に引用している
が（ ），多くはザヒールッディーン自身が直接観察・
見聞した情報で構成される。彼はキヤー家所蔵の史料も利用できた
という（後藤 ）。TTRMには 年に至るまでの出来事が記述
され，同書はキヤー家に献呈された（ ）。TTRMは後
述の後藤や の先行研究でも利用されている。
　次に先行研究に基づき（

後藤 等），マルアシー政権について概観す
る。 世紀の半ばにイルハン朝が分裂した後，イランでは様々な政
権が自立し，サファヴィー朝の成立に至るまで抗争が繰り広げられ
た。マルアシー政権もその一つである。マルアシー家のカワームッ
ディーン はサイイドであり，かつ十二イマーム派の神
秘主義教団の長であった。彼は 年，マーザンダラーンで有力
であったチャラーヴ一族（ ）を滅ぼしてアームル に
入り，子のカマールッディーン を後継者に指名した。
ここにマルアシー政権が成立し，以後ティムールの支配下に入るま
での間に，マーザンダラーン全土を征服し，一族による分割統治を
行った。カマールッディーンと弟のリダーウッディーン
は， 年にティムールがマーザンダラーンを通過した際にティムー
ルの下に伺候し，ティムール朝の傀儡ハンの名で貨幣鋳造（ ）と
金曜礼拝を行った（ 後藤 ）。しかし， 年
にティムールの侵攻を受け，サイイドらは強制移住させられ，ティ
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ムール朝のダルガ（ ）による支配を受け入れた。以
後アク・コユンルへの従属を経て， 年にサファヴィー朝に滅ぼ
された。政権の政治的中心地はアームルとサーリー であった。
　ここでマルアシー政権に関する先行研究を整理する。従来マルア
シー政権は， ・ 世紀にホラーサーン やマーワラーアン
ナフル の諸都市で起こったサルバダール運動の一環
として理解されていた（ ）。それを「民俗イスラー
ム」の一事例として捉え直したのが（後藤 ）である。後藤はイル
ハン朝の弱体化以降，中央の権威によって制度化・権威づけされる
ことなく抬頭した聖者信仰・神秘主義の一事例としてマルアシー政
権を捉え， 世紀に神秘主義教団を母体として成立するサファヴィー
朝の先駆的政権と位置づけた。また，住民の間にサイイド信仰が浸
透し，侵攻してきたティムールもサイイドを殺すことはできなかっ
たことを指摘している（後藤 ）。一方，ティムール朝史家
の はマルアシー政権を，周辺勢力に名目的に臣従し，渾沌状況
の中で主体的に行動するイラン在地勢力の一つとして捉えている
（ ）。そこではサイイドらが周辺勢力の中で，自分た
ちに最も都合のよい支配者に臣従して支援を引き出していたことが
明らかにされた。また，イラン人研究者の はサーリーの歴史
を記述する中でマルアシー政権とティムール朝との関わりにも触れ
ているが，ティムールを野蛮な侵略者と見做し，TTRMの記述を列
挙するにとどまっている（ ）。
　このように，従来のマルアシー政権研究は在地勢力・社会に主眼
を置き，在地社会の自立性を強調する傾向にあり，ティムール朝に
よる支配の解明という問題意識は希薄である。そこで本稿は，在地
政権側の地方史とティムール朝側の年代記史料とを用い，ティムー
ル朝のマーザンダラーンの支配体制の変遷，マルアシー政権に課し
た税目・税額などの支配の具体的なあり方について考察する。
　では，次章からティムール朝のマーザンダラーン支配の考察を進
める。第 2章では，ティムールが 年にマーザンダラーンを征服
してから， 年の没後，マルアシー家のサイイドが再び支配権を
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握る 年までを対象とする。第 章では主にシャールフ
（ ）の治世を考察する。第 章ではシャールフ死後か

らティムール朝とマルアシー政権との関係がなくなるまでを考察し，
第 章でティムール朝のマーザンダラーン支配の特徴を示す。なお，
史料略号に付した数字は，校訂本の巻数を指す。

　 2．ダルガの設置と廃止

　ティムールが 年にマーザンダラーンを征服した後，ティムー
ル朝はマルアシー家のサイイドらをサマルカンド へ移送
し，その後中央アジア各地に強制移住させた（

）。在地支配者層であるサイイドたちが不在の期間，ティムー
ル朝はダルガを置き，マーザンダラーンを支配した。以下ダルガの
設置から廃止までの時期を検討する。
（史料 1）（マーザンダラーンの征服後ティムールは）サーリーのダ
ルガ職 に（ジャムシード・）カーリン・グーリー

を任じ，「この後，力の限り開発に努めよ」と命じ
た。アームル（の支配者）をイスカンダル・シャイヒー

に定め，自身は幸運によってアスタラーバードに出立し
た。（ ）

ダルガとは，モンゴル時代に中央・地方に置かれた君主の代官を指
し，住民の人口調査，在地民から成る軍隊の召募，駅伝の設置，徴
税，中央宮廷への貢納の輸送などを担った（ 松田 杉山

）。ティムール朝のダルガも同様に君主の代官であった（
）。地方政権側のTTRMが とい

う術語を用いていることから見て，サーリーのダルガ職はティムー
ル朝の代官としての職掌を担っていたと考えられる。一方，アーム
ルはイスカンダル・シャイヒーに与えられたと記されるが，彼は直
接ダルガとして言及されてはいない。しかし，TTRMの別の箇所で，
アームルの法学者（ ī ）であるマウラーナー・クトゥブッディー
ン という人物は，イスカンダル・シャイヒーを
指して，「ハーキム 」と言う（ ）。ティムール朝のハー
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キムはダルガとほぼ同義である（ ）。また史料 1は，
サーリーのダルガにジャムシード・カーリン・グーリーを任じ，アー
ムルの支配者をイスカンダル・シャイヒーに定めた，という文脈で
書かれている。よって，アームルのダルガにジャムシード・カーリ
ン・グーリーが任命されたのと同様に，サーリーのダルガにイスカ
ンダル・シャイヒーが任命されたと判断できる。
　サーリーのダルガ，ジャムシード・カーリン・グーリーは，
年にムザッファル朝のシャー・シュジャーウ が，ジャラ
イル朝統治下のアゼルバイジャン に遠征した際，彼の
中軍（ ）の中に「ホラーサーンの勇者たち（ ）」
の一人として現れる（ ）。 年にティムールからダームガー
ン を与えられていることから ， 年から 年までのど
こかの時点でティムール朝に従ったものと思われる。彼は，ギーラー
ンに逃れていたマルアシー家のサイイドの一人，イッズッディーン・
リカービー がイスカンダル・シャイヒーを攻撃した
際，「マーザンダラーンとホラーサーンの人々から成る所有していた
者（ ）」，即ち自身の私兵を
イスカンダル・シャイヒーへの援軍として派遣した（

）。よって彼は自身のホラーサーンの軍事基盤を保持したま
ま，サーリーのダルガに就任していたものと考えられる。
　アームルのダルガとなったイスカンダル・シャイヒーは前出のチャ
ラーヴ一族の出身である。 年，彼の父アフラースィヤーブ

がマルアシー政権との戦いで亡くなると，臣従先をサルバ
ダール政権，クルト朝へと変更し， 年にティムールに服従した
（ 後藤 ）。彼は 年に
ティムールからフィールーズクーフ とその周辺域を与えら
れ，毎年レイ からの税を穀物で受け取ることが定められていた
（ ）。彼について，クラヴィホは次のように記録する。
（史料 2）フィールーズクーフは，ティムールがそこを通過した
ときその城を攻囲し，破壊させたままになっていたが，それは
我々の到着よりわずか 日ほど前のことだった。その経緯はこ
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うである。以前フィールーズクーフはイスカンダル・シャイヒー
というティムール配下の将軍の守護するところだった。彼はティ
ムールのお気に入りの一人であり，その城と付近の土地の領主
にされたのである。（ 山田 ）

ここから，フィールーズクーフはクラヴィホがそこを通過する直前
までイスカンダル・シャイヒーの所領であったことが分かる。彼は
フィールーズクーフとその周辺に所領を有したまま，アームルのダ
ルガに就任していたといえる。
　ティムールから任地の開発を命じられた両ダルガは，それに従い
以下のように行動した。
（史料 ）マーザンダラーンには種まきのための 1マン（ グ

ラム）の穀物も残っていなかった。家屋には人影はなく，あっ
ても空腹で死んでしまっていた。このため，イスカンダル・シャ
イヒーはすぐに飼料と耕作用の種子を求めてギーラーンに使者
を派遣した。種子が届くと，その地に避難していた人々に呼び
かけた。アミール・ジャムシード（・カーリン・グーリー）もクー
ミシュ・ガッラーフ 地方からアスタラーバード
にやってきていたが，同地に避難していたサーリーの人々に慰
安の手紙を送って彼らを呼び寄せた。アームルの人々の大半は
サーリーに行くことを望み，イスカンダル（・シャイヒー）の支
配地には頭を向けなかった。サーリーの人々自身はサーリーに
戻り，耕作・農耕に従事した。（ 後藤 ）

ティムールの侵攻に備えて，アームルとサーリーの住民は周辺に避
難していたが，ダルガ 2人は住民を呼び戻し，荒廃したマーザンダ
ラーンの復興を目指した。しかし，アームルの人々の大半はイスカ
ンダル・シャイヒーが治めるアームルには行かず，ジャムシード・
カーリン・グーリーの支配地であるサーリーに移住した。この背景
には，ティムールのマーザンダラーン侵攻時，イスカンダル・シャ
イヒーがマルアシー家のサイイド殺害を進言したため，住民から疎
まれていたことが考えられる（後藤 ）。
　しかしアームルの住民の逃亡の後も，イスカンダル・シャイヒー
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はティムールの七年戦役に従軍し（ ）， 年のアンカラ
の戦いで中軍の左翼（ ）で戦うなど（

），自身の軍勢を率いてティムール軍に随行した。
年，原因は明らかでないが，彼はティムールの機嫌を損ねた（
山田 ）。ティムールが彼を捕えようとすると反乱を起こし

たが，敗れてアームルの支配権を失った。
　そのおよそ 1か月後，アームルの支配はマルアシー家のアリー・
サーリー に委ねられた（ ）。アームルにはこの後，
ティムール朝からダルガが派遣されることはなくなり，マルアシー
家のサイイドの支配下に置かれた。
　 年にジャムシード・カーリン・グーリーが亡くなると，
サーリーのダルガには彼の息子，シャムスッディーン・グーリー

が就いた（ ）。この人物
は，ティムール朝側の史料ZTに現れる，「シャムスッディーン・ア
リー・ブン・ジャムシード・カーリン

」，即ち「ジャムシード・カーリンの息子，シャムスッディー
ン・アリー」に比定できる。彼が 年の出来事を記した次の史料
に現れる。ここに現れるピール・パードシャー は，チ
ンギス・カンの弟，ジョチ・カサルの子孫で，マーザンダラーンの
有力者であった。彼は 年にティムール朝の有力アミール，サイー
ド・ホージャ と結んでシャールフに反乱して敗れ，ホ
ラズム へ逃れていた（川口 ）。史料 は，
ピール・パードシャーがホラズムで再びティムール朝に反抗し，ア
スタラーバード砦を攻撃しようとしている史料である。なお，史料
の下線は筆者が引いたものである。
（史料 ）アミールザーデ・ウマル・バハードル が上述
したように，ホラーサーンの国土を通過し，顔をマーザンダラー
ンに向けたとき，統治権の象徴たる陛下（＝シャールフ）がアス
タラーバード砦の指揮官（ ）に任じてい
たシャムスッディーン・アリー・ブン・ジャムシード・カーリ
ンは，そのときまさにアスタラーバード砦にいた。ピール・パー
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ドシャーは悪魔に騙され，窮地に追い込まれ，反乱の火を燃や
し，反抗の埃を巻き上げていた。不正と圧政の手を広げ，多く
の軍勢とともに顔をアスタラーバード砦に向けた。宮廷で養育
され，いと高き勝利　　神がその栄光を倍増させますよう　　
の宮殿で育てられていたシャムスッディーン・アリーは，危な
い窮地，危険な場所に落ち，苦痛の爪，不幸の鉤爪に捕まれた。
（ ）

史料 下線部から，シャムスッディーン・アリーがティムール朝宮
廷で養育されたことが分かる。また， 年11月にイラクのティク
リート 城を征服した際に，シャムスッディーン・アリーはティ
ムールの配下で坑道の掘削を任されていることから（ ），こ
の時点でシャムスッディーン・アリーがティムールの下にいたこと
が分かる。ティムール朝はシャムスッディーン・アリーを自身に忠
実な人物となるよう宮廷で養育し，ジャムシード・カーリン・グー
リーの死後，シャムスッディーン・アリーをダルガに任じたといえ
よう。また，史料 からはシャムスッディーン・アリーがサーリー
のダルガ職に加え，アスタラーバード砦の指揮官（

）も兼務していたことが分かる。
　 年のティムール死後，マルアシー家のサイイドが解放され
た。マーザンダラーンへの帰路，ピール・パードシャーはシャムスッ
ディーン・グーリーと結び，サイイドを拘留した（ ）。史
料 の「シャムスッディーン・アリーは，危ない窮地，危険な場所
に落ち，苦痛の爪，不幸の鉤爪に捕まれた」という記述は，シャム
スッディーン・グーリーがピール・パードシャーに取り込まれ，
シャールフから離反した事実を示していよう。サーリーの住民は，
敬慕するサイイドの拘留に憤怒し，シャムスッディーン・グーリー
を殺した（後藤 ）。アリー・サーリーはシャール
フのもとに遣使し，ダルガ殺害を赦された（ ）。ダルガの
殺害が赦されたのは，シャムスッディーン・グーリーがピール・パー
ドシャーと組み，ティムール朝から離反していたからであろう。
　ダルガ殺害とシャールフによるアリー・サーリーへの支配の委任
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により，サーリーもティムール朝のダルガによる支配は終わりを迎
えた。アリー・サーリーは他のマルアシー家のサイイドにアームル
の支配を委ね，自身はサーリーに本拠を定めた（ ）。

　 ．マルアシー政権復活後

　本章ではティムール朝と復活後のマルアシー政権との関係を考察
する。その際，税糧の納入や軍役などについて中心的に検討する。
マーザンダラーンの支配権を与えられたアリー・サーリーは，対立
する一族を破ってマーザンダラーンの支配を固めると， 年に
兄弟のナスィールッディーンをヘラート のシャールフのもとへ
派遣した。
（史料 ）サイイド・ナスィールッディーンがヘラートに行き，
絨毯への接吻の栄誉を受けたとき，（シャールフは）おっしゃっ
た。「なぜマーザンダラーンの税（ ）を持ってき
ていないのか。」（ナスィールッディーンは）言った。「我々サイイ
ドたちは略奪されました。陛下（＝シャールフ）はよく計らって
くださり，我々に代々の土地をお与えくださいました。我々が
マーザンダラーンへ行ってこの 2 ･ 年，毎日災難が降り注いで
います。サイイド・アリー（・サーリー）はマーザンダラーンで
一日も安息していません。勝利の王朝の栄光により自立性（ ）

が表れれば，ふさわしい奉仕をお届けすることになるのは確実
です。」（シャールフは）おっしゃった。「この言葉はよくない。
亡きアミール陛下（＝ティムール）はマーザンダラーンに来て，
マーハーネサル での戦闘が起こったとき，どれだけ
の財産（ ）をお前たちの国庫から持ちだしたのか，明らかで
ある。今，マーザンダラーンはまさにそのままの姿である。ど
うしてお前たちは税を納めないのか。」（ ）

マーハーネサルとは，ティムールがマーザンダラーンへ侵攻した際
に，サイイドたちと住民が立てこもった砦があった地である。「マー
ザンダラーンには種まきのための 1マンの穀物も残っていなかった。
家屋には人影はなく，あっても空腹で死んでしまっていた」（史料 ）
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という記述は，マルアシー政権側の文飾表現であろうが，この地が
ティムールの侵攻により荒廃したことは事実であろう。よって，
シャールフの発言とは異なり，マーザンダラーンはティムール軍の
略奪により大きな被害を受け， 年にサイイドが解放されたのち
も，一族内の争いにより「数年，毎日災難が降り注いでい」たとい
うのが実態に近かろう。シャールフはマーザンダラーンの支配がア
リー・サーリーのもとに確立されたことを受け，マルアシー政権へ
の課税を試みたが， 年の時点では対ティムール戦と一族内の
争いからの復興の途上にあり，政権は要求された税を納められなかっ
たのである。
　その後の復興の進捗状況は明らかではない。しかし，次に述べる
ように 年以降，マルアシー政権のサイイドたちが競うようにし
てティムール朝に納税を申し出ていることから，この時までにはあ
る程度の税負担能力を有するようになったものと思われる。
　 年にアリー・サーリーが亡くなると，子のムルタダー

が後継者となり，アリー・サーリーの兄弟，ナスィールッ
ディーンが彼を補佐した。しかし，ムルタダーが叔父のギヤースッ
ディーン を排除しようとしていることを知り，ナスィー
ルッディーンはムルタダーから離反した（ ）。翌 年
2 月にナスィールッディーンはムルタダーに敗れ，助けを求めに
ヘラートへ行った。
（史料 ）（ナスィールッディーンは）援助の要請を高名なアミー
ルたち（ ）に陳情し，以下のマーザンダラーンの
税を引き受けた。「アスタラーバードの重さにして毎年 ハル
ワール 　　 1ハルワールは マン 　　の赤と白の絹
（ ）を至高なるディーワーン（ ）に納めよ。
ハルワールを王朝のアミールたちのために送れ。もし勝利の徴

しるし

の御旗（＝ティムール朝軍）がイラク とアゼルバイジャンに
出立する場合， 人の軍隊と ラクダ・ハルワール（

） 分の穀物を糧秣として届けよ。」これに従って，命令書
（ ）が書かれ，君主の署名によって発給された。（ ）
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ナスィールッディーンは赤と白の絹を，税（ ā ）としてティムール
朝に納入することを約束した（ ）。モンゴル時代から
マーザンダラーンの各地では養蚕が行われており，絹の生産が盛ん
であったが（ ），ティムール朝は絹を現物のまま徴収し
た。また，史料 の「至高なるディーワーン（ ī ā ‘ ā）」 とは，

， などと同義であり（ ），
単に とも呼ばれた機関で，主に財務を取り扱った（久保
） 。よってマルアシー政権に賦課された税は「至高なるディー

ワーン」，即ちティムール朝中央の財務庁に納めることが定められた
と言える。また，ティムール朝は ハルワールを「王朝のアミール
たちのため（ ā ）」に納めるよう命じているので，
ティムール朝は中央への ハルワールにアミール用の ハルワール
を加えた計 ハルワールの納税を命じたと言える。
　さらに史料 から，シャールフはナスィールッディーンに対して，
イラクやアゼルバイジャンへの遠征に際して，糧秣の供出と軍役を
命じていることが分かる。これは，力を伸ばしてきたカラ・コユン
ルとの戦いのための政策であると考えられる (11)。
　この後，対立するムルタダーもシャールフのもとに息子のムハン
マド を派遣し，ナスィールッディーンが引き受けた ハ
ルワールに ハルワール追加した ハルワールの税を引き受け，軍
隊と糧秣の提供も約束した（ ）。これを受け，ティムール
朝の有力アミールのフィールーズシャー (12)はナスィールッ
ディーンを呼び出し，ムルタダーが追加の税を引き受けたことを告
げ，ナスィールッディーンがマーザンダラーンの支配権を持ちたけ
れば追加の税を引き受けるよう迫った（ ）。しかし結局ナ
スィールッディーンは払うことができず，ムルタダーの支配権が固
まった。
　ムルタダーとの争いに敗れたナスィールッディーンはキヤー政権
の援助を受けながら再起を図った。ムルタダーはサーリーの支配権
を確立した後，アームルの支配権を，アリー・サーリーのおじであ
るアリー・アームリー に与えた。しかし，理由は定かで
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ないが，やがてムルタダーとアリー・アームリーは対立を始めた。
ナスィールッディーンはアリー・アームリーと結ぶことを画策して
以下のやり取りを行った。
（史料 ）（ナスィールッディーンは）すぐに彼（＝アリー・アーム
リー）に書状をしたため，急使を走らせた。アリー・アームリー
は（ナスィールッディーンに）返信を書いた。「ありがたいです。
（アリー・アームリーとムルタダーの間の）約束で，私から（ムルタ
ダーに課したもの）はありません。しかしサーリー（にいるムルタ
ダー）が私たちに課した義務は耐えられません。高き宮廷（＝
ティムール朝）に払う税のうち，たとえ支払うべきと言われたう
ちの半分であっても，我々が負担することはできません。彼ら
の心には，全てをアームルから供出させよう，という気持ちが
あります。」（ ）

ムルタダーが最終的にティムール朝に納入を約束していた税額は，
先に述べたように絹 ハルワールである。史料 から，支配権を手
にした代償として重くなった税額を負担するため，ムルタダーがアー
ムルを治めるアリー・アームリーにも税を負担させて対応しようと
したことが分かる。その後もムルタダーとアリー・アームリーの対
立は続き，遂にアリー・アームリーはアームルを追われた。ムルタ
ダーはアリー・アームリーに代えて，アリー・サーリーの従兄弟で
あるカワームッディーン をアームルの支配者とし，次
のように新たな税額を定めた。
（史料 ）王国の税（ ）に追加して，毎年鋳造貨幣
万タンガをサーリーの に届けよ。（ ）

「王国の」を意味する は と同義で，私的な宮廷財政で
はなく，公的な国家財政が問題とされている（本田 ）。ここ
で納入が命じられている 万タンガという税額は，一つの基準とし
て踏襲されたと考えられる。なぜなら，後掲の史料12でも税額が
万シャールヒー・タンガとされているからである。「シャールヒー・
タンガ」とは，シャールフが定めた グラムの銀貨であり，ティ
ムール時代の グラムの銀とは異なる貨幣である（
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）。史料 記載の税額がシャールフ時代のものであることも
勘案すると，この「 万タンガ」は「 万シャールヒー・タンガ」
のことであると考えられる。よって，ムルタダーはアームルの支配
者にティムール朝に送る絹に加え，シャールヒー・タンガという銀
貨での納税を課したと言える。さらに同じく史料12で，この 万
シャールヒー・タンガが「マーザンダラーンに課された税の全ての
うち，アームルに課され」たものとされていることから，この銀貨
はティムール朝がマルアシー政権に納入を命じたものであることが
分かる。
　また史料 からサーリーには「 （ ）」がいたことが
分かる。モンゴル時代の は や などと同様，徴
税を請け負った徴税官であった（本田 ）。（ ）

も に「税吏（ ）」の訳語をあてる。ではティムール
朝の とはどのような役職か，史料から用例を集めよう。
年にグール 地方で起こった反乱について記す史料には，
（史料 ）（反乱軍は）その地の税（ ）の管理のため派遣されて
いた官僚（ ）と 数人を殉教させ，その地域でグー
ル人は略奪・劫略の手を広げ，その地の臣民は彼らの圧制と脅
迫の手によって蹂躙された。（ ）

とあり，税務のため地方に が派遣されていたことが分かる。
また，ティムールによってイラン北西部の統治を任されたアミーラー
ンシャーが 年に反乱を起こした際，ティムールがアミールたち
に反乱を調査させた史料の中には，
（史料 ）彼（＝アミーラーンシャー）の代官（ ）と
を捕えた。財務帳簿（ ）を要求していた。数年分
の諸税の 分の 1は至高なるディーワーン（ ）に属し
たが，シャーザーデ（＝アミーラーンシャー）はばら撒くように
して皆に与えていた。（税目を帳簿の）写しから書きだし，すべ
て（の帳簿）を廃棄した。（ 川口 ）

とあり，地方に分封された王子の配下に がおり，現地で財務
帳簿を管理していたことが分かる。これらから，ティムール朝の
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とは，中央から地方に派遣された税吏であったと言える。
　そして，ムルタダー期ではないが，実際に 年にティムール朝
からマーザンダラーンに が派遣されていたことが窺える，次
の史料がある。
（史料11）（ 年，冬営のためシャールフ一行がマーザンダラーンに

着いたとき，）その地域・地方の貴顕・貴族が顔を吉兆のオルド
に向けた。セムナーン のハザーレ・ジャリーブ

から来たアミール・サイイド・イッズッディーン
，フィールーズクーフから来たアミール・ハサン・キヤー

，アームルとサーリーから来たアミール・アリー（・
サーリー），ギーラーン地方の支配者たち（ ）は吉兆のオ
ルドへ出発し，絨毯への接吻という栄誉を得た。欲深い地主た
ち（ ）は恵与・下賜を望んで，諸地域の は諸
問題の解決のために，諸国の支配者・役人たち（

）は国務の重要事のため，吉兆のオルドに出向いてき
た。木の皮，雨の滴のごとき大変多くの者たちがマーザンダラー
ンに集まった。（ ）

マーザンダラーンとその周辺地域の有力者がシャールフの下に伺候
する中に，「諸問題の解決のために」やってきた がいる。問
題解決をティムール朝君主に求めていることから見て，彼らはティ
ムール朝中央から現地に派遣された と判断できよう。
　このように，ティムール朝が領域内に を派遣し，税務に当
たらせていたこと，ティムール朝からマーザンダラーンに が
派遣された事実があることを踏まえれば，史料 のサーリーの
とは，ティムール朝から派遣され，サーリーに駐在し，アームルか
らサーリーに送られる絹と銀貨を集め，管理する職務を担っていた
税吏であると判断できる。ティムール朝はマルアシー家にマーザン
ダラーンの支配を委ねたのちも，税吏を派遣していた。
　 年，アームルの支配者カワームッディーンの死後，子のカ
マールッディーン が跡を継いだ。その時代に関する史
料には次のようにある。
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（史料12）（カマールッディーンは）マーザンダラーンに課された
税の全てのうち，アームルに課されていた毎年 万シャール
ヒー・タンガを過ちや怠りなくサーリーの税吏（ ）に届け
た。マーザンダラーンの国土は繁栄した。（ ）

ここから代替わりの後も前代までと同様に，アームルの支配者がサー
リーの税吏に銀貨を納めていたことが分かる。
　また，同じ 年にサーリーのムルタダーが亡くなると，子のム
ハンマドが跡を継いだ。彼の治世について，TTRMは次のように記
録している。
（史料 ）（ムハンマドは）サーリーに委ねられた毎年の税をヘ
ラートの国庫に届け，幸運の帝王シャールフ・ミールザーの方
から絶えず格別の好意が届き，長い間マーザンダラーンの人々
はその治世を幸福に過ごした。（ ）

「サーリーに委ねられた」というのは「サーリーを本拠地とし，マー
ザンダラーンを支配するムハンマドに委ねられた」という意味であ
り，マーザンダラーン全体に課された税のことを指すと考えられる。
ムハンマドはマーザンダラーンの税，即ち毎年 ハルワールの絹の
うちのいくらかと銀貨をアームルから納めさせ，それをヘラートに
納めていた。こうした支配体制の下，「マーザンダラーンの国土は繁
栄し」，「長い間マーザンダラーンの人々はその治世を幸福に過ごし
た」のであった。

　 ．シャールフの死からアブー・サイード期

　 年にシャールフが死去すると，ティムール朝王族同士の後継
者争いが起こった。そうした中，シャールフの子のバイスングル

の子，アブル・カースィム・バーブル
は同年にマーザンダラーンに向かうと，次のような報告を受けた。
（史料 ）「サーリーの支配者（ ）であるアミール・シャム
スッディーン・ムハンマドは，頭を服従のくびきから，首を服
従の枷から背け，顔を協調の道から不和の策略に向けた」と。
彼と彼の父祖は常にこの王朝への納税（ ）と服従をして
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いて，諸々の命令（ ）に従っていたにもかかわら
ず，彼はその規則（ ）をやめ，その門を閉ざした。（
）

ここには，シャールフ期までティムール朝に納税を続けていたムハ
ンマドが，シャールフ死後まもなくしてその義務を怠り，ティムー
ル朝に反旗を翻したことが記されている。マルアシー政権の税の納
付先は，第 章で説明したようにティムール朝の中央と定められて
いた。しかし，ティムール朝は当時シャールフ死後の内乱状態にあ
り，ヘラートの支配者も頻繁に交代するなど，税を納入すべき「中
央政府」が不明瞭であった。そのため，マルアシー政権からの納税
が行われなかったものと思われる。
　この報告を受け，アブル・カースィム・バーブルはマルアシー政
権を服従させるべく，サーリーを攻撃し，勝利を収めた。敗れたマ
ルアシー政権は平和と安全を確保するため，「税と財産（ ）」
を納める必要があると判断し（ ），その意思をアブル・カー
スィム・バーブルに伝えた。アブル・カースィム・バーブルはサド
ル（ ） のマウラーナー・シャムスッディーン・ムハンマド・ブ
ハーリー を使者として派遣
した。ムハンマドは彼に次のように陳謝した。
（史料 ）私たちは，服従・隷従の場所において動かず，不動で
あります。服従と納税（ ）に関して，
別の道へ歩みを進めることは，決してありません。（ ）

ここから，ムハンマドはアブル・カースィム・バーブルへの服従と
納税を申し出ていることが分かる。この申し出をシャムスッディー
ン・ブハーリーがアブル・カースィム・バーブルに伝えると，マル
アシー政権を赦すことが決められ，サーリーの支配をムハンマドに
委ねた。ただし，このとき具体的な納税額や納付先については定め
られていない。ティムール朝内はシャールフ死後の内乱期にあり，
アブル・カースィム・バーブルはこのとき確固とした政権基盤を築
いていなかった 。アブル・カースィム・バーブルはひとまずマル
アシー政権の臣従を取り付け，国内の後継者候補との争いに注力し
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たものと考えられる。
　マルアシー政権では 年にムハンマドが亡くなり，子のアブドゥ
ル・カリーム が跡を継いだ。TTRMにはその後の出来
事として，アブル・カースィム・バーブルがマーザンダラーンに侵
攻してマルアシー政権と戦争になり，後者が降伏し講和を結んだこ
とが記されている（ ）。この記述は， 年11月 日以
降に「各地の貴族・貴顕，反抗的なものたち（

）」の一人として，アブドゥル・カリームがアブル・
カースィム・バーブルに服従し，奉仕を捧げたことを記すMSの記
事に相当すると考えられる（ ）。「反抗的なものたち
（ ）」という表現は，アブドゥル・カリームがアブル・カー
スィム・バーブルと戦ったことを意味していよう。TTRMには講和
の内容が以下のように記されている。
（史料 ）サイイド・アブドゥル・カリームは税と献呈品（

）を先の規定通り納める，という講和を結んだ。（
）

ここで税が，「先の規定（ ）」に基づいて納めることが定
められた点が注目される。ムハンマドがアブル・カースィム・バー
ブルに降伏した際，税に関する具体的な取り決めはなかった。よっ
て，史料 中の税に関する「先の規定」とは，それ以前のシャール
フ期にティムール朝とマルアシー政権が結んでいた税額規定，即ち
絹 ハルワールと銀貨を指すと考えられる。 年までに，アブル・
カースィム・バーブルはホラーサーンを中心とした政権を安定させ
ており，この直後にはホラーサーン進出を企てたアブー・サイード

（ ）を押し返し，アム川を境界として各々の領域
を画定させた（ 久保 ）。このように，アブル・
カースィム・バーブル政権がホラーサーン支配を安定させると，税
に関する規定がシャールフ時代の前例踏襲という形で定められた。
　 年にアブル・カースィム・バーブルが没したのち，アブー・
サイードがホラーサーンを併合した。アブー・サイードは，イラン
西部からアゼルバイジャンにかけて勢力を広げたアク・コユンルを
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撃つべく， 年に西北イランに出立した。多数の勢力がアブー・
サイード軍に合流する中，マルアシー政権もアブー・サイード軍に
合流したが，その記録がTTRMとMSの両方に残っている。
（史料 ）帝王にふさわしい御旗，サイード・スルターン・ア
ブー・サイードがアゼルバイジャンに出立した。（マルアシー政
権の）サイイド・アブドゥッラー は，アブドゥ
ル・カリーム という名の 歳の子に，マーザンダ
ラーンの規定に基づき，軍隊を率いさせて吉兆の一行（＝ティ
ムール朝軍）に同行させ，出発させた。（ ）

（史料 ）こうした中，サーリーの地域からサイイド・アブドゥッ
ラーが自身の母と子を，現金（ ）・宝石（ ）・布
（ ）からなるおよそ ないし テュメン （相当のもの）と
ともに送っていた。（ ）

史料 に見える「マーザンダラーンの規定（ ）」と
は，史料 に見える軍事遠征に関わる規定を指していよう。そこで
は，穀物を提供することが義務づけられていたが，実際に差し出し
ているのは，「現金・宝石・布」であった。よって，アブー・サイー
ドはシャールフ期の規定を一部変更していた可能性がある。しかし，
「イラクとアゼルバイジャンに出立する場合」に軍事協力するという
点においては，シャールフ期の規定がなお効力を持っていたと言え
よう。
　この遠征中の 年にアブー・サイードは落命し，これ以降ティ
ムール朝はイラン西部への影響力を完全に喪失した。TTRM中にティ
ムール朝に関する記述がなくなることから，このときにティムール
朝のマルアシー政権支配は終了したと考えられる。それに代わって
マルアシー政権は，アク・コユンルの影響下に置かれることとなっ
た（後藤 ）。

　 ．ティムール朝のマーザンダラーン支配の特徴

　以上，ティムール朝のマーザンダラーン支配を通観してきた。こ
こからはティムール朝のマーザンダラーン支配の特徴を，ティムー
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ル朝とダルガとの関係，マルアシー政権復活後の 2つに分けて検討
する。

　（ 1）ダルガ
　ティムールはマーザンダラーンの征服後，同地をイスカンダル・
シャイヒーとジャムシード・カーリン・グーリーの 2名のダルガに
よる直接支配下に置いた。ジャムシード・カーリン・グーリーはホ
ラーサーンに基盤を持つ軍人であり，イスカンダル・シャイヒーも
第 2章で言及したようにクルト朝やサルバダール政権に臣従した経
験を持っており，ホラーサーンとの結びつきが強い人物であった。
（ ）によれば，ティムールはホラーサーン系軍人をダル
ガに任じる際，彼らの根拠地とは別の地域に配置したが，マーザン
ダラーンのダルガに就いた両者ともこの原則に合致する。また，ダ
ルガ就任以降もイスカンダル・シャイヒーはフィールーズクーフを
自身の領域としていたし，ジャムシード・カーリン・グーリーはサー
リーのダルガ就任後もホラーサーン軍を指揮しえた。つまり，ティ
ムールは彼らを根拠地から切り離してその勢力拡大を防止しようと
したが，彼らはダルガ就任以降も自身の根拠地とのつながりを保持
していたと言える。イスカンダル・シャイヒーを軍事遠征に随行さ
せたのは，彼が地方で力を蓄えることを防ぐ目的があったと考えら
れる。この点は，ティムールが，地方に封じた王族・アミールの反
乱を防ぐため，遠征に従軍させて彼らが自領に留まるのを阻止した
ことと共通する（久保 ）。
　また，ジャムシード・カーリン・グーリーは息子のシャムスッ
ディーン・グーリーを人質としてティムール宮廷に差し出していた
が，これはジャムシード・カーリン・グーリーがもともとムザッファ
ル朝に仕えており，ティムールに反抗する可能性があると見なされ
たためであろう。この政策は，ティムールが大ロル（ ）や
エラーケ・アジャム（ ）の有力者たちに子弟を人質として
差し出すよう命じ（ ），バダフシャーン諸王（

）に人質の提出を課すなど（八木 ），在地勢力を掣肘
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する政策と目的を同じくしている。ティムール宮廷で養育されたシャ
ムスッディーン・グーリーはティムールからの信頼を得て，父の死
後サーリーのダルガ職を継承した。ティムールはバルラス部を除く
ダルガについては非世襲を原則としていたので（

），これは例外的なものと位置づけられる。
　こうした政策にもかかわらず，イスカンダル・シャイヒーとシャ
ムスッディーンはティムール朝に反抗した。それに加え，イスカン
ダル・シャイヒーはサイイド殺害の進言やサイイドの墓の破壊によ
り住民の支持を失っていた（後藤 ）。シャムスッ
ディーンもピール・パードシャーとともに住民の敬慕するサイイド
の拘留に加担し，最終的にマーザンダラーンの住民により殺された
（ ）。これらを受け，ティムール朝は現地住民と摩擦が生じ
る可能性のあるダルガによる支配から，現地のマルアシー政権を通
じた間接支配に切り替えた。一度排除された支配者の復活は異例の
ことであるが（後藤 ），住民から疎まれるダルガではなく，現
地住民が支持するサイイドたちに支配を任せる，という現実的な判
断がなされたと言えよう。

　（ 2）マルアシー政権復活後の支配
　ティムール朝のダルガを通じたマーザンダラーンの直接支配は早々
に破綻したものの，続く在地のマルアシー政権に対する支配は長期
に及んだ。ここにその流れをまとめる。
①アリー・サーリーの支配権が固まると，ティムール朝はマルアシー
政権に納税を命じたが， 年時点でマーザンダラーンはティ
ムール侵攻後の復興の途上にあり，相応の税負担能力がなかった
（史料 ）。
② 年のアリー・サーリー死後，ムルタダーとナスィールッディー
ンが対立する中，ティムール朝は両者に税糧の納入と軍役を命じ，
税額は当初の毎年絹 ハルワールから毎年絹 ハルワールに増加
した。また税糧のうち，有力アミールに納めるものが ハルワー
ルで，それ以外はティムール朝中央の財務庁に送ることが定めら
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れた（史料 ）。
③ムルタダーは支配権を手にすると，アームルで分割統治を敷くサ
イイドに絹と銀貨を納入させることで，支配権を手にした代わり
に重くなった税額（毎年絹 ハルワール）に対応した。その際，アー
ムルからサーリーに送られる税を取り扱うため，ティムール朝中
央から派遣された税吏がサーリーに置かれた。この税糧の納入規
定はシャールフ期を通して効力を持ち，ティムール朝のマーザン
ダラーン支配は安定した（史料 ）。

④シャールフ死後の混乱の中，アブル・カースィム・バーブルは暫
定的にマルアシー政権から臣従を取り付け，ホラーサーン支配を
安定させた後，シャールフ期の税制を踏襲した（史料 ）。

⑤アブー・サイードによる 年の西方遠征の際，マルアシー政権
はシャールフ期の規定に則り，兵員を提供するとともに，現金・
宝石・布を提供した（史料 ）。

②にかかる一連のやり取りについて，（ ）は，
マルアシー政権のサイイドがそれぞれ，支配権を相手方から奪取す
るための手段としての納税という切り札を使っていた，と指摘した。
一方でこれをティムール朝からみれば，マルアシー政権の分裂や対
立状況を利用し，支配権を餌に税額を釣り上げていたと言える。こ
れはティムール朝の，支配地域からの効率的な徴税の一例として位
置づけられる。クラヴィホによれば，ギーラーン産の絹はスルター
ニーヤ に運ばれて生産・加工され，ダマスクス，トルコ，
カッファなどの諸地域に輸出されていた（ 山田 ）。
クラヴィホはマーザンダラーン産の絹については触れないが，これ
はクラヴィホがティムール朝内を通過した 年頃は，前述のよう
にマーザンダラーンが対ティムール戦の影響で荒廃し，絹の生産が
停滞していたためであろう。その後マーザンダラーンで絹の生産が
再び活性化すると，同地の絹も，ギーラーン産の絹と同様にティムー
ル朝の周辺諸地域への重要な輸出品となったと考えられる。ティムー
ル朝はマーザンダラーン産の絹の経済的重要性を認識し，それを可
能な限り多く手にすることを志向したと言えよう 。
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　一方，ティムールによるマーザンダラーン征服時に，シーア派信
仰を非難し，スンナ派への改宗を迫ったことを除き（

），住民のシーア派信仰やサイイド崇拝を否定することはな
かったこと，ムルタダーがティムール朝の裁可なく独断でアームル
を統治する他のサイイドに税の一部を負担させていることから（史
料 ），ティムール朝はマルアシー政権内部の体制や宗教には干渉
しなかったと言える。
　以上から，ティムール朝のマーザンダラーン支配の特徴として，
マルアシー政権内部の支配体制や宗教に関して一定の自立性を容認
する一方で，経済的意義の大きな絹については徴収を徹底した，と
いう点を指摘することができる。
　また②・③について，マルアシー政権に軍役が課された点，税吏
が在地勢力のもとに派遣されていた点，税の納入先が「至高なる
ディーワーン（ ）」，即ちティムール朝中央の財務庁と定め
られた点，納税が毎年 1回のペースで行われた点，これらはティムー
ル朝のバダフシャーン政権に対する支配のあり方との共通点である
（八木 ）。さらに，バダフシャーンに関しては，ティムール期に定
められた徴税の仕組みがシャールフ期にも継承されたが（八木
22），同様にマルアシー政権についても，④・⑤に見られるように，
シャールフ時代に決められた徴税や軍役の制度が後のティムール朝
支配者に継承されている。これらの共通点が，ティムール朝の在地
勢力支配の原則・方針としてどの程度一般化できるのかについて，
今後さらに検討を進める必要があろう。
　その一方で両在地勢力の間には相違点も見られる。バダフシャー
ン王がティムール朝王族に娘を嫁がせるなど，高い地位を得られた
のに対し，マルアシー政権にそうした事例は見られず，王朝支配層
に組み込まれることはなかった。この差異の要因は政権の帰順の時
期・方法によって説明できよう。すなわちバダフシャーン政権は
年にティムールが政権を樹立する直前にティムールの援軍要請に応
じて帰順したのに対し（川口 ），マルアシー政権のサイイドが
ティムールの下に伺候したのは 年であり，ティムールの軍事
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的脅威にさらされている中での帰順であった。これが，早期にティ
ムール朝の要請に応じて帰順したバダフシャーン政権に比べた際の，
マルアシー政権の地位の低さの要因であろう。

　 ．お　わ　り　に

　本稿での考察の結果，以下の点が明らかとなった。
①ティムールはマーザンダラーンの征服後，ホラーサーンに基盤を
持つ軍人 2名をそれぞれアームルとサーリーのダルガに任命した。
しかし，両者はダルガ就任後もなお根拠地との関係を保持してい
たため，ティムールは軍事動員や子の入質によって彼らの力を抑
えようとした。
②ダルガの反抗後に，ティムール朝はマルアシー政権を通じた間接
統治に切り替えた。ティムール朝は政権内の体制・宗教には不干
渉であった一方で，マルアシー政権が税負担能力を回復すると，
ティムール朝はサイイド間の対立状況を利用して支配権を餌に絹
の税額を釣り上げるなど，マーザンダラーン産の絹の徴収を重視
していた。
③ティムール朝のマルアシー政権に対する支配の諸特徴（徴税頻度，
納税先，税吏の派遣，軍役の義務）はバダフシャーン政権に対するも
のと共通する。一方で両政権はティムール朝内の地位に差異が見
られた。その原因は両政権の帰順時期と方法の違いに拠る。
本稿では，マーザンダラーンのダルガの諸特徴を明らかにし，ティ
ムール朝のマルアシー政権支配の仕組み・特徴を具体的に解明した。
今後は，ティムール朝の在地勢力支配の事例を集め，それぞれの共
通点・相違点を浮かび上がらせるとともに，その成果を，先行する
モンゴル帝国や後継の近世諸帝国の事例と照らし合わせ，歴史的に
位置づける作業を進めていきたい。
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註
(1)　ティムール朝の在地勢力支配に関する先行研究は（八木 ）を参照。

(2)　 年に書かれたタバリスターンに関する史料である（本田 ）。

　 年頃に書かれたルーヤーンの歴史・地理に関する史料である（本

田 ）。

　 は「ティムールはダームガーンとサーリーの支配権をジャムシー

ド・カーリンに与えた」と述べる（ ）。しかし，史料には

「ダームガーンをホラーサーンのアミールの一人であるジャムシード・カー

リンに与えた（ ）」とあり， 年の時点でジャムシード・カー
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リン・グーリーに与えられたのはダームガーンだけである。

　ティムールの三男，アミーラーンシャー の息子である。

　前出のアリー・サーリーの兄弟のムルタダーとは別の人物である。

　ガザンの度量衡改革で， 1ハルワール＝ マン，すなわち キログ

ラム相当と定められた（ ）。しかし，イスラーム

世界の度量衡は地域差があり，史料 にあるようにアスタラーバードでは

1ハルワール＝ マンであったとみるべきである。つまり，アスタラー

バードの ハルワールとは × × キログラムである。

　ハルワールはロバ一頭が運ぶことのできる重量を意味し，本田は「驢馬

荷」の訳を当てる（本田 ）。ここで「ラクダ・ハルワール」とあ

るのは「ラクダ一頭が運ぶことのできる重さ」を意味していると思われる

が，どの程度の量なのか不明である。この箇所以外にも，ティムールが

マーザンダラーン侵攻時に略奪したものを挙げる部分で，「 ラクダ・ハ

ルワールの銀（ ）」という表現がある（

）。

　イルハン朝の については（高木 ）参照。高木は

に「中央ディーワーン」の訳語をあてている。

　 は多くの場合財務を取り扱う機関として史料中に現れるが，

MSにおいては裁判を取り扱う機関を示すことが多い（久保 ）。

(11)　シャールフのカラ・コユンルに対する親征ついては，（

）参照。

(12)　フィールーズシャーは，奴隷身分の小姓・近習（ ）出身である

と考えられている。幼いころからシャールフに仕えて信頼関係を構築し，

シャールフの後半期には絶対的な権力を手にするに至った（安藤

）。

　サドルは，シャリーアに関係する官職保持者たちの首長としての職責

と，ワクフの最高管理責任者としての職責を担い，宗教建造物や慈善施設

を保護・振興する責任者であった（ 小野

久保 間野 ）。ティムール朝の末期にはイスラー

ム社会のヒエラルキーの最上位を占めた（杉山 ）。

　アブル・カースィム・バーブルは 年 2月にヘラートを占領し，政
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権の拠点とした（ ）。

　 1テュメンは 1万ディーナールに相当する（ ）。

　サファヴィー朝時代，マーザンダラーン産の絹はヨーロッパ諸国への

重要な輸出品となった（ ）。

（大阪府立淀川清流高等学校）

マーザンダラーン周辺地図 （ ）をもとに筆者作成
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マルアシー家系図 （ ）をもとに筆者作成

カワームッディーン

アリー・アームリー カマールッディーン リダーウッディーン

ムルタダー

ムハンマド

ザヒールッディーン

アリー・サーリー ギヤースッディーン ナスィールッディーン カワームッディーン

カマールッディーン

アブドゥル・カリーム

アブドゥッラー

アブドゥル・カリーム
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waterway transportation. Consequently, the Dynasty was forced to give jiang-
li yaqian the authority to muster ship crews in the capacity of administrators 
(zhugangli 主綱吏

-

transportation in their own right. That same year marked the occurrence of 
incidents throughout China, in which jiangli yaqian attempted to recover their 

-
dents could extend to waterway transportation administration, the central gov-
ernment, in the wake of the exposure of corruption in the Treasury Bureau, set 
up departments of inland waterways and overland routes in Kaifeng, thus rec-

jiangli yaqian and ending the 
stagnation in waterway transportation development. 
     In the background to this newly bestowed authority lay the actions of a 

-
formed about the operations of the Treasury and Kaifeng agencies, and would 
be later promoted to Treasury Minister. It was largely due to this group that 

jiangli yaqian. Moreover, the policy 
of entrusting the management of waterway transportation to jiangli yaqian 

-
nored.

YAGI Hirotoshi

     Due to a dearth of historiographical sources, the analysis of local poten-
tates under the Timurid Dynasty (1370–1507) has been lacking. In the present 

-

regime, based on the Timurid chronicles and a local history entitled, 
. 

ii



s continued to maintain relations with 
-

vice and political hostages. When the s rebelled, the Timurids 

-

-
lowed by all succeeding amirs of the Timurid Dynasty. While the Timurid 

the administration of their regime and religious affairs, tax collection never 

-
-

tinations of taxation, dispatch of tax collectors and military service, while 

The Dongba Script Genealogy of the Naxi: 
 found in the Sanba Naxi Township of

Diqing Tibetan Autonomous Prefecture

KUROSAWA Naomichi 

     The Naxi ethnic group in southwest China is famous for its peculiar 
pictographic scripts—Dongba Scripts. For many years, scholars thought that 
Dongba scripts were only used for Dongba religious texts, which were chanted 

iii
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